
 

仕 様 書 

 

１ 業務名 

   丘珠縄文遺跡発掘調査等支援業務 

 

２ 業務実施場所 

⑴ 遺跡名及び所在地 

  丘珠縄文遺跡（Ｈ５０８遺跡：北海道教育委員会登載番号Ａ－０１－５０８） 

札幌市東区丘珠町５７１番地３他（別紙２・３参照） 

札幌市農業体験交流施設（以下「さとらんど」という。）内 

 ⑵ 関連施設及び所在地  

   丘珠縄文遺跡体験学習館（以下「体験学習館」という。） 

札幌市東区丘珠町５７４番地２他 

 

３ 業務実施場所等の管理体制 

⑴ 丘珠縄文遺跡、体験学習館 

 別途「丘珠縄文遺跡管理運営業務」を委託し管理運営を行っている。 

 ⑵ その他 

   上記⑴を除いたさとらんどの敷地・建物・設備等は、全てさとらんど指定管理

者が管理運営を行っている。 

 

４ 業務期間 

   自：令和６年（2024 年） ６月 １日 

   至：令和６年（2024 年）１１月２９日 

 

５ 本市係員 

⑴ 発掘調査を担当する文化財調査員を本市係員とする。 

⑵ 本市係員は、本業務の履行について確認を行い、作業の進行との調整を図り、

本業務に対して適切な指示を行うものとする。 

  

６ 発掘調査代理人 

 ⑴ 発掘調査代理人は、記録支援等業務の測量作業等に従事する測量技師補が兼ね

るものとする。 

⑵ 発掘調査代理人は、埋蔵文化財の発掘調査を支援する業務に係る３年以上の実

務経験を有し、埋蔵文化財の発掘調査に精通しているものとする。 

⑶ 発掘調査代理人は、本市係員が計画する作業が円滑に進行するよう取り計らう

ものとする。 



 

⑷ 発掘調査代理人の業務は、業務実施場所における発掘調査に伴う掘削支援業務、

記録支援等業務、用地管理業務の統括管理とする。 

 

７ 業務体制 

⑴ 受託者は、以下の体制により、適切な人材を確保し、書面にて届け出るととも

に、発掘調査代理人を業務実施場所に配置すること。 

本市係員 － 発掘調査代理人 

⑵ 発掘調査代理人は、本市係員との協議に基づき、作業従事者に適切な指示を行

い、業務を円滑に進行するものとする。 

⑶ 発掘調査代理人は、作業日以外でも、責務に基づき必要とされる業務がある場

合には、業務実施場所に勤務しなければならないものとする。 

⑷ やむを得ぬ理由で発掘調査代理人を変更する場合には、書面にて届け出を行い、

本市係員の承諾を受けることとする。 

 

８ 提出書類 

   受託者は、契約締結後、速やかに業務実施に必要な下記の書類を提出しなけれ

ばならない。なお、提出書類の内容に変更が生じた場合は、その都度変更書類を

提出し、本市係員の承諾を受けることとする。 

 ⑴ 着手届 

 ⑵ 発掘調査代理人及び主任技術者等指定通知書 

 ⑶ 発掘調査代理人経歴書（健康保険証の写し及び資格証明書の写しを添付） 

⑷ 業務工程表 

 

９ 作業日 

   掘削支援業務は８～９月、記録支援等業務は７～１０月、用地管理業務は６～

１１月に実施予定である。なお、詳細な作業日については、事前に本市係員と十

分に協議した上で決定するものとする。 

 

１０ 作業時間 

⑴ 作業時間は、原則として９時００分～１７時００分とする。 

⑵ 天候その他の事由による作業の中断は、本市係員と発掘調査代理人が協議して決

定する。 

 

１１ 業務内容 

⑴ 掘削支援業務 

別紙４「札幌市埋蔵文化財掘削等業務共通仕様書」に基づき、本市係員の指示

に従い、埋蔵文化財に影響が及ばないよう細心の注意を払いながら、下記の業務

を行うものとする。 



 

  ア 掘削・集積 

(ｱ) 調査区の埋戻し土掘削及び仮堆積（土山成形含む） 

(ｲ) 人力掘削土の集積 

  イ 埋戻し等 

(ｱ) 発生土による埋戻し・敷均し 

(ｲ) 調査区養生 

ウ 重機稼働時の安全管理 

(ｱ) 重機導線の確保 

(ｲ) 誘導員の配置 

  エ 使用機材 

(ｱ) 使用する重機は、国土交通省が指定する低騒音型・低振動型及び排出ガス

対策型建設機械とすること。 

(ｲ) 重機の規格等は、別紙１「仕様詳細」を参考とし、本市係員と協議の上、

決定すること。 

  オ その他 

(ｱ) 重機等の出入りによって、園路・縁石等の毀損、調査区及び周辺の芝の損

傷、調査区外への泥引き等が生じないように、十分配慮すること。 

(ｲ) 排土の堆積は、高さ 2.0ｍ程度までとすること。 

(ｳ) 調査区の養生を適切に行った上で、発生土による埋戻しを行うこと。なお、

養生の方法については、本市係員と協議すること。 

⑵ 記録支援等業務 

別紙５「札幌市埋蔵文化財測量記録等業務共通仕様書」に基づき、本市係員の

指示に従い、下記の業務を行うものとする。 

  ア 基準点測量 

(ｱ) 3 級基準点測量 

(ｲ) 測量成果簿の作成 

  イ 水準測量 

(ｱ) 4 級水準測量 

(ｲ) 水準測量手簿の作成 

  ウ 測量記録等 

(ｱ) トータルステーションによる調査区・遺構・遺物の形状・位置記録（標高

記録含む） 

(ｲ) トータルステーションによる調査区・遺構の土層断面記録（標高記録含む） 

(ｳ) 小グリッドの設定 

(ｴ) 写真測量による調査区のオルソ画像・3DPDF の作成 

(ｵ) 記録データの処理・整理 

(ｶ) 出土遺物等の管理・基礎整理（台帳作成、水洗い、注記、土壌選別等） 

エ 使用機材 



 

(ｱ) トータルステーションは、国土地理院認定の 3 級以上の機材を使用するこ

と。 

(ｲ) オートレベルは、国土地理院認定の 3 級以上の機材を使用すること。 

  オ 記録データ 

(ｱ) 測量記録のデータ項目は、本市係員の指示に従うこと。データは、CSV 形式

に変換し、記録メディア（DVD-R・CD-R 等）で納品すること。 

(ｲ) 測量図面の内容・種類は、本市係員の指示に従うこと。図面データは、DXF

形式に変換し、記録メディア（DVD－R・CD-R 等）で納品すること。 

(ｳ) 必要に応じて、台帳管理や汎用 CAD 形式での作図等の機能を有する記録用

ソフトウェアを用いて、測量記録データの整理をサポートすること。 

  カ その他 

(ｱ) 基準点の座標は、世界測地系の座標を用いること。 

(ｲ) 測量及び遺物等の基礎整理に必要な機材・消耗品等は全て受託者が用意す

ること。 

⑶ 用地管理業務 

別紙１「仕様詳細」に基づき、本市係員の指示に従い、下記の業務を行うもの

とする。 

ア 排水管理 

(ｱ) 排水設備の設置・稼動・管理 

(ｲ) 排水専用枡の清掃 

 イ 安全管理 

(ｱ) 安全対策設備（転落防止設備、標識等）の設置・維持・管理 

(ｲ) 調査区内、調査区法面、排土・残土の養生 

(ｳ) 仮囲い（既存ガードフェンス）の維持 

 ウ 器材等管理 

(ｱ) 調査器材・資材の準備・管理 

(ｲ) 発掘用具（既存）の維持 

 エ 緑地管理 

(ｱ) 除草・集草 

(ｲ) 芝生養生（散水等） 

(ｳ) 敷地清掃（枯葉・枯枝清掃、樹木下枝処理、小川清掃等） 

 オ その他 

(ｱ) 各種設備及び器材等に不具合が生じた場合は、代替物を用意する等、速や

かに対応すること。 

(ｲ) 調査区の冠水を防ぐため、適宜排水作業を行うこと。なお、降雨量等を適

時確認し、作業日以外でも必要な場合は排水作業を行うこと。 

(ｳ) 調査区表面の過度の乾燥を防ぐため、噴霧器等を用いた散水や、ビニール

シート等での被覆及び養生等の措置を施すこと。 



 

(ｴ) 本市係員による調査区内の写真撮影の際、一定の明るさでの撮影を可能に

するため、本市係員と協議の上、適宜直射日光を遮る等必要な措置を施す

こと。 

(ｵ) 体験学習館の脇に設置された排水専用枡の内部を定期的に点検し、堆積し

た土砂の除去等の清掃を行うこと。 

(ｶ) 調査区内及び調査区の法面は、ブルーシートで被覆し、適宜土嚢袋を積む

等して、崩落・土砂の流失等を防止すること。 

(ｷ) 排土・残土は、ブルーシートで被覆し、砂塵の飛散及び風雨による土砂の

流出を防止すること。 

(ｸ) 仮囲い（既存ガードフェンス）にカギを設置して部外者の侵入を防止する

こと。 

(ｹ) 仮囲い（既存ガードフェンス）について、適時巡回点検を行い、破損等が

確認された場合は、必要な補修を行うとともに、本市係員に報告すること。 

(ｺ) 体験学習館に常備する既存の発掘用具について、定期的に刃部の研磨等の

必要な措置を講じること。 

(ｻ) 除草の実施にあたっては、芝及び雑草の生育状況等に応じて、肩掛式刈払

い機ないしは自走式草刈り機を適時使用すること。なお、草刈り機は、受

託者の負担で準備すること。 

(ｼ) 芝養生では、適時、井水を利用して散水するとともに、必要に応じて施肥

を行うこと。 

(ｽ) 必要に応じて、遺跡内の枯葉・枯枝の清掃、樹木下枝の伐採、及びさとの

小川内の清掃を行い、調査区周辺の美化に努めること。 

 

１２ 安全対策 

⑴ 交通安全、災害、公害防止、防犯及び緊急時における連絡体制等については、

所轄の労働基準監督署、警察署、消防署、周辺の医療機関及び緊急病院並びに道

路管理者、関係官公署、地元関係者と緊密な連絡をとり、又は事前に把握し万全

を期すこと。 

⑵ 気象情報に十分留意し、大雨・強風等の警報が発令された場合及びそれに準じ

た状況と判断される場合には、現場パトロールを実施し、災害等の未然防止に努

めなければならない。 

⑶ 熱中症予防のため、黒球型熱中症計（JIS B 7922 適合品）を用いて WBGT 値を

測定し、熱中症リスクを把握した上で、状況に応じて適切な対策を講じること。 

⑷ 業務施工中、作業従事者、本市係員、第三者及びその財産の安全確保に努め、

あらゆる事故を未然に防止するよう万全の措置を講ずるとともに、万一事故が発

生した場合には、応急処置等所領の措置を講ずるとともに、遅滞なく本市係員に

報告すること。 

⑸ 本業務の履行に伴い、既存施設等に毀損が生じた場合並びに事故が発生した場



 

合は、受託者の責任において対応し、復旧及びその他の費用を負担すること。 

 

１３ 業務日誌及び業務報告 

⑴ 発掘調査代理人は、当該日の業務が終了した後に業務日誌を作成し、翌作業日

に本市係員の確認を受けること。 

⑵ 業務日誌には、その日の業務内容を記載すること。 

⑶ 月毎に、当該月分の業務終了届を提出すること。終了届には、当該月分の業務

日誌、当該月分の測量記録のデータ・図面（紙媒体）、業務日誌では確認しがた

い当該業務の確認の証となる写真を添付すること。 

 

１４ その他 

⑴ 業務の実施にあたっては、本市係員と協議の上、さとらんど指定管理者と事前

に打ち合わせを行い、施設運営に支障を来さないよう万全を期すこと。 

 ⑵ 本業務の履行に際しては、丘珠縄文遺跡管理運営業務の履行業者と情報交換を

行い、お互いに協力すること。  

⑶ 本業務従事者の通勤用車両の駐車場所は、本市係員の指定するさとらんど駐車

場とする。また、本業務従事者の休憩・トイレ・手洗い等は、体験学習館を使用

すること。 

⑷ 本業務従事者には、履行業者名及び氏名を記載した名札の携行表示を義務づけ

ること。 

⑸ 業務で得た記録類は全て本市の所有とすること。 

⑹ 受託者は、本業務について、本仕様書または契約書に明示されていない事項に

ついても、業務の性格上当然必要なものは、受託者の負担で履行すること。 

⑺ その他全般について、本市係員と十分に協議し、業務を遂行すること。 


